
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和５年２月３日（金）  ８：２２～８：２９ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

齋 藤   健 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

谷   公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

欠 席 者：栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １件 

○国会提出案件    ６件 

○法律案       ５件 

○政令        １件 

○人事        ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定となった。 
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議事内容： 
○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、磯﨑副長官から御説明申し上げます。 
○磯﨑内閣官房副長官：国会提出案件について、申し上げます。まず、「租税特別措置

の適用実態調査結果に関する報告書」について、御決定をお願いいたします。本件

は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基づき、令和３年度に適用

を受けた法人税関係特別措置の適用実態調査結果に関する報告書を国会に提出す

るものであります。 
次に、「令和３年度における国有林野事業の債務及び旧国鉄長期債務の処理状況

報告」について、御決定をお願いいたします。本件は、旧国有林野事業改革特措法

及び国鉄清算事業団債務処理法に基づき、国会に報告するものであります。 
次に、質問主意書に対する答弁書３件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
次に、法律案５件について、御決定をお願いいたします。まず、「我が国の防衛力

の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案」は、令和５年

度以降における同財源確保のための特別措置として、財政投融資特別会計から一般

会計への繰入れの特例等について定めるものであります。 
次に、「所得税法等の一部改正法案」は、資産所得倍増につなげるためのＮＩＳＡ

制度の抜本的拡充・恒久化、自動車重量税のエコカー減税の延長・見直し等を行う

ものであります。 
次に、「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者

臨時措置法の一部改正法案」は、駐留軍関係離職者等の発生が今後も予想されるこ

とを踏まえ、各臨時措置法の有効期限を５年間延長するものであります。 
次に、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部改正法案」は、戦没者等

の妻に対する特別給付金の支給を継続すること等について定めるものであります。 
次に、「水産加工資金臨時措置法の一部改正法案」は、最近における水産加工品の

原材料の供給事情等の変化に鑑み、同法の有効期限を令和１０年３月３１日まで５

年間延長するものであります。 
次に、政令について、御決定をお願いいたします。「児童福祉法施行令の一部改正

令」は、児童相談所を設置する市として東京都葛飾区を追加するものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、検査官等９機関２５名の任命に

つき、両議院の同意を求めることについて、お手元に配布しております資料のとお

り、御決定をお願いいたします。 
次に、井生猛志外２４７名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
次に、件名外案件について、申し上げます。「円借款の供与に関する書簡」をボツ

ワナとの間で交換することについて、御決定をお願いいたします。本件は、１５０

億円を限度とする「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」を供与する

ことについて、取り極めるものであります。なお、相手国政府との書簡交換まで不

公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
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○松野国務大臣：次に、岡田大臣から御発言がございます。

○岡田国務大臣：来る２月７日は、「北方領土の日」です。当日は、北方領土問題の解

決を求める日本国民の決意を内外に表明するため、「北方領土返還要求全国大会」

が国立劇場で開催されます。今年は３年ぶりに参加者・来賓等が大会会場に集うと

ともに、大会の模様はネットで配信されます。また、この日を中心として、全国各

地で様々な行事が開催されます。北方領土問題の解決に向け、国民世論の一層の高

揚を図りつつ、粘り強く、裾野の広い返還要求運動を推進してまいります。閣僚の

皆様の御理解・御協力をお願いいたします。

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和５年 

２月３日 

◎ 国会 提 出案 件

○ 租税特 別 措置 の 適用 実 態調 査 の結 果 に関 す る報 告

書 に つ い て（決 定 ）         （財 務 省）

〃 ○ 令和３ 年 度国 有 林野 事 業に 係 る債 務 の処 理 に関 す

る 施 策 の 実施の 状 況に 関 する 報 告に つ いて

（ 決 定 ）            （ 農 林水 産 省）

〃 ○ 令和３ 年 度日 本 国有 鉄 道清 算 事業 団 の債 務 等の 処

理 に 関 す る法律 に 定め る 施策 の 実施 の 状況 に 関す

る 報 告 に ついて （ 決定 ）     （ 国 土交 通 省）

1.衆 議 院議 員 緒方 林 太郎 （ 有志 ） 提出 対 外有 償

軍 事 援助 の訳 に 関す る 質問 に 対す る 答弁 書 に

つ い て（ 決定 ）         （ 外務 省 ）

〃 ○ 1.参 議 院議 員 音喜 多 駿（ 維 新） 提 出若 年 被害 女

性 等 支援 ・困 難 女性 支 援に 関 する 質 問に 対 す

る 答 弁書 につ い て（ 決 定）  （厚 生 労働 省 ）

1.参 議 院議 員 塩村 あ やか （ 立憲 ） 提出 保 護犬 又

は 保 護猫 の譲 渡 前の ト ライ ア ル飼 育 に関 す る

質 問 に対 する 答 弁書 に つい て （決 定 ）

（ 環 境 省） 

◎ 法律 案

   ○ 我が国 の 防衛 力 の抜 本 的な 強 化等 の ため に 必要 な

財 源 の 確 保に関 す る特 別 措置 法 案（ 決 定）

（ 財 務・ 厚 生労 働 省） 

〃 ○ 所 得税 法 等の 一 部を 改 正す る 法律 案 （決 定 ）

（ 財 務省 ） 

〃 ○ 駐留軍 関 係離 職 者等 臨 時措 置 法及 び 国際 協 定の 締

結 等 に 伴 う漁業 離 職者 に 関す る 臨時 措 置法 の 一部

を 改 正 す る法律 案 （決 定 ）

（ 厚 生 労働 ・財 務 ・国 土 交通 ・ 防衛 省 ） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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   ○ 戦没者 等 の妻 に 対す る 特別 給 付金 支 給法 等 の一 部

を 改 正 す る法律 案 （決 定 ）（ 厚 生労 働 ・財 務 省）

〃 ○ 水産加 工 業施 設 改良 資 金融 通 臨時 措 置法 の 一部 を

改 正 す る 法律案 （ 決定 ）  （ 農 林水 産 ・財 務 省）

◎ 政 令 

   ○ 児童福 祉 法施 行 令の 一 部を 改 正す る 政令 （ 決定 ）

（ 厚 生労 働省） 

◎ 人 事 

○ 検査官 等 の任 命 につ き 、両 議 院の 同 意を 求 める こ

と に つ い て（決 定 ）

〃 ☆ 元北 九州 市 議会 議 員井 生 猛志 外 ２４ ７ 名の 叙 位又

は 叙 勲 に ついて （ 決定 ）

〔 ○ 署名 あ り ☆ 署名 な し〕

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り
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  令和５年 

２月３日 

◎ 一般 案 件

   ○ 円 借款 の 供与 に 関す る 日本 国 政府 と ボツ ワ ナ共 和

国 政 府と の間 の 書簡 の 交換 に つい て （決 定 ）

（ 外 務 省） 

〔 ○ 署名 あ り ☆ 署名 な し〕

（ 金 ）件 名 外 案 件

資 料
な し
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